
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

東秩父村
①自立支援・介護
予防・重度化防止

出生率の低下と高齢者の死亡増に
より総人口は減少しているが、高
齢化率は４０％を超え増加傾向が
続いている。増加が予想される高
齢者夫婦世帯や独居高齢者が可能
な限り自立した生活を継続できる
よう、介護予防を広く普及させる
必要がある。

① 介護予防把握事業におい
て、民生委員からの聞き取り
や訪問活動により、基本チェッ
クリスト該当者を把握し、介護
予防に取り組めるよう支援す
る。
② 介護予防普及啓発事業に
より、運動器の機能向上、栄
養改善、口腔機能の向上を目
的とした介護予防教室を実施
する。
③ 地域リハビリテーション活
動支援事業により、地域住民
が主体となる介護予防の拠点
づくりを支援する。

介護予防事業等への参加者の拡大
（参加率の向上）

① 民生委員・児童委員協議会へ出席し、特に介
護予防が必要な高齢者について情報の聞き取り
を行った。
② 介護予防普及啓発事業の実施
・いきいきサロン２３回　サロン内で口腔機能向上
プログラム実施
・はつらつクラブ２６回　地域別サロンを実施
・あげはクラブ、いなごクラブ、かたつむりクラブ７
４回　運動教室を実施
③ 介護予防サポーター養成講座の実施　９名養
成
わしのさと健康体操　１０か所（２か所立ち上げ支
援、１０か所継続支援）

○

① 民生委員への聞き取りや訪問活動により、潜在している
対象者を把握し、介護予防の必要性を伝えるとともに、介護
予防に取り組めるよう支援する。
② 運動器の機能向上、口腔機能向上を目的としたプログラ
ムは継続して行い、栄養改善を目的としたプログラムも実施
する。
③ 通いの場の継続支援とともに、参加していない方や参加
ができなくなってしまった方を把握し、介護予防に取り組める
よう支援する。

東秩父村
①自立支援・介
護予防・重度化

防止

平成２７年の健康寿命（65歳に健康
寿命期間を加算した値）では、男性
は埼玉県と同様の値となっています
が、女性は埼玉県の値よりも１．０
３ポイント低い。このことから、介
護予防事業だけでなく、保健セン
ターによる健康づくり事業、住民福
祉課や社会福祉協議会が実施する高
齢者福祉事業、生活支援ボランティ
ア「東秩父お守り隊」によるボラン
ティア活動、介護保険サービスによ
る重度化予防と連携することによ
り、介護を必要とする年齢を引き上
げる取り組みを進め、健康寿命の延
伸を目指す。
健康寿命（平成２７年）
男性　８２．５９歳、女性　８４．
０２歳
※６５歳に健康寿命期間を加算した
値。
健康寿命期間は、６５歳から要介護
２以上の認定を受けるまでの平均期
間（埼玉県資料）

① 保健センターで実施する運
動教室に介護予防の要素を取
り入れ、若い世代から介護予
防意識を高める。
② 住民福祉課による高齢者
福祉事業や社会福祉協議会
による単身高齢者を対象とし
た訪問・通所サービス、生活支
援ボランティア「東秩父お守り
隊」による生活支援、介護保険
サービスの利用により、自立し
た生活の継続を支援する。
③ 地域ケア担当者会議にて、
関係者間で支援が必要な高齢
者についての情報共有および
自立支援・重度化防止の視点
で支援方針を協議する。

・健康寿命の延伸
目標値
平成３２年　男性　８３．００歳、女性　８５．００
歳
平成３７年　男性　８３．５０歳、女性　８６．００
歳

① 保健センターが実施する運動教室の中で、介
護予防の要素を取り入れ、若い世代の参加者へ
介護予防の必要性についての意識付けを行っ
た。
② 住民福祉課による配食サービスや緊急通報
システムの設置、社会福祉協議会による単身高
齢者を対象とした訪問・通所サービス、生活支援
ボランティア「東秩父お守り隊」によるボランティア
活動、介護保険サービスの利用等、対象者に
合ったサービスを提案し、自立した生活の継続を
支援した。
③ 地域ケア担当者会議にて、関係者間で支援し
ている高齢者についての情報共有や意見交換を
行った。

○

① 今後も６５歳未満の方や、６５歳になったばかりの方へ保
健センターの運動教室を通して介護予防の意識付けをするこ
とで、早期から介護予防に取り組めるような流れを作る。
② 、③地域ケア担当者会議にて、介護予防が必要な高齢者
の情報を共有し、特に自立支援・重度化防止の視点から必
要なサービスや支援方針について協議する。

東秩父村 ②給付適正化

高齢化により、被保険者及び要介
護認定者数は増加する見込みで、
介護給付等に要する費用の増大が
見込まれています。そのため、
サービスを必要とされる方に必要
なサービスを提供されるようにす
る必要があります。

ケアプラン点検の実施
住宅改修等について全申請分
について事前申請によって受
付、現地で家屋調査を実施
国保連合会に委託し、医療情
報と介護給付実績の突合を実
施
介護給付費通知書発送の実
施

○ケアプラン点検　1事業所／年
○住宅改修等の点検　すべての申請で調査実
施
○医療情報との突合・縦覧点検　国保連合会
に委託
○普及啓発事業　介護給付費通知書発送　1
回／年

○ケアプラン点検　1事業所／年
○住宅改修等の点検　すべての申請で調査実施
○医療情報との突合・縦覧点検　国保連合会に
委託
○普及啓発事業　介護給付費通知書発送　1回
／年

○
住宅改修等について、専門職が関与する仕組みが設けられ
ていたいため、今後検討が必要である。
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